
沖縄県計量検定所 一般競争入札公告 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 1 項の規定により、一般競争入札（以下

「入札」という。）を次のとおり実施する。 

令和７年９月 19 日 

沖縄県計量検定所長 久高 直治 

１ 入札に付する事項 

(1) 件  名 タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンター取替修繕 

(2) 履行場所 沖縄県計量検定所（沖縄県島尻郡南風原町字新川 272-5） 

(3) 業務内容 タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンターの新品取替 

（詳細は仕様書による） 

(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和８年３月 31日まで 

２ 入札参加資格 

 次に掲げる要件をすべて満たしている有資格事業者であること。なお、各要件の詳細につ

いては、入札説明書をご確認ください。 

(1) 沖縄県「令和７・８年度入札参加資格者名簿（建設工事）」に、電気工事業または機

械器具設置工事業として登録されていること 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４に該当しないこと 

(3) 指名停止措置を受けていないこと 

(4) 入札の公正を阻害する資本・人的関係がないこと 

(5) 会社更生・民事再生手続中でないこと（再認定済みの場合を除く） 

(6) 暴力団等反社会的勢力に該当しないこと、またはその影響下にないこと 

(7) 沖縄県内に主たる営業所を有すること 

(8) 技術管理者を配置する体制が整っており、当該管理者が入札日前時点で３か月以上

の継続的な雇用関係にあること 

３ 入札手続等 

入札に参加を希望する者は、所定の申請書及び関係資料を、以下の期限内に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。詳細な提出書類や手続きについては、入札説明書を参照する

こと。 

(1) 提出期限 

受付期間 公告日から令和７年 10月１日までの平日（祝日を除く） 

受付時間 午前９時 00分から午後５時 00 分まで 



(2) 提出場所 

沖縄県計量検定所 

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川 272-5 

TEL：098-889-2775 

４ 契約条項を示す期間及び場所 

(1) 期間 公告日から令和７年 10月１日まで 

(2) 場所 沖縄県公式ホームページ【公募・入札発注情報】 

５ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時 令和７年 10月 10 日（金曜日） 午後２時 00 分 

(2) 場所 沖縄県計量検定所 ２階会議室 

６ 入札保証金 

見積る契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたもの）の 100 分の５以

上の金額を、沖縄県の発行する納付書により現金を金融機関で納付し、領収書の写しを令和

７年 10 月９日午後５時 00 分までに提出すること。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除する。 

(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書の

写しを提出したとき。 

(2) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が

到来した２件以上の契約を全て誠実に履行したものについて、契約を締結しないお

それがないと認められるとき。 

なお、入札保証金の免除を受けた落札者が契約を締結しない場合は、損害賠償金として、

落札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の 100 分の５を沖縄県に納付しなければなら

ない。 

７ 契約保証金 

見積る契約金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたもの）の 100 分の 10

以上の金額を県に納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付

が免除される。 

(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書の

写しを提出したとき。 

(2) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が

到来した２件以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき。 



８ 入札書に記載する金額 

入札金額には、本業務に要する一切の費用を含めた額とすること。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額）

をもって落札額とする。 

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 無効の入札 

次に該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札参加資格を有しない者による入札 

(2) 委任状を提示しない代理人による入札 

(3) 入札書の記載金額を訂正した入札   

(4) 入札書の記載金額、氏名、押印その他重要な記載事項に誤記、脱漏又は不明瞭な点

がある入札 

(5) 同一人が同一事項について複数の入札を行った場合の入札 

(6) 複数の者から委任を受けた者による入札 

(7) 連合その他不正の行為が認められる入札 

(8) 所定の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しない者による入札 

(9) 入札条件に違反した入札 

10 入札説明書及び仕様書を交付する期間及び場所 

(1) 期間 公告日から令和７年 10月１日まで 

(2) 場所 沖縄県公式ホームページ【公募・入札発注情報】 

11 落札者の決定方法 

(1) 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最も低い価格をもっ

て入札した者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が複数の場合は、直ちに当該入札者にくじを

引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に

立ち会わない者又はくじを引かない者がいるときは、これに代えて当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(3) 落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を実施するものとする。なお、

入札回数は３回（１回目の入札を含む）までとする。 

(4) 再度の入札に付しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の２第１

項第８号の規定に基づき、随意契約を行うことができるものとする。 

 



12 最低制限価格 

入札において、最低制限価格は設定しない。 

13 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地 

(1) 名 称 沖縄県計量検定所 

(2) 所在地 〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川 272-5 TEL：098-889-2775 

14 契約手続において使用する言語及び通貨 

(1) 言語 日本語 

(2) 通貨 日本国通貨 

 

  


